
三田市手数料条例新旧対照表 

現行 改正案 

第 1条～第 6条 省略 
別表(第 2条関係) 
(1)～(76) 省略 
(77) 消防法第 11 条第 1項前段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取
扱所の設置の許可手数料 
ア～オ 省略 
カ 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 

(ｱ) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリツトル以上5,000キロリツトル
未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯
蔵所 1,180,000 円 

(ｲ) 危険物の貯蔵最大数量が 5,000 キロリツトル以上 10,000 キロリツト
ル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク
貯蔵所 1,410,000 円 

(ｳ) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリツトル以上50,000キロリツト
ル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク
貯蔵所 1,590,000 円 

(ｴ) 危険物の貯蔵最大数量が 50,000 キロリツトル以上 100,000 キロリツ
トル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タン
ク貯蔵所 1,950,000 円 

(ｵ) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリツトル以上200,000キロリツ
トル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タン
ク貯蔵所 2,270,000 円 

(ｶ) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリツトル以上300,000キロリツ
トル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タン
ク貯蔵所 4,550,000 円 

(ｷ) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリツトル以上400,000キロリツ
トル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タン
ク貯蔵所 5,820,000 円 

(ｸ) 危険物の貯蔵最大数量が 400,000 キロリツトル以上の浮き屋根式特
定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 7,070,000 円 

  キ～テ 省略 
(78)～(84) 省略 

第 1条～第 6条 省略 
別表(第 2条関係) 
(1)～(76) 省略 
(77) 消防法第 11 条第 1項前段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取
扱所の設置の許可手数料 
ア～オ 省略 
カ 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 

(ｱ) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリツトル以上5,000キロリツトル
未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯
蔵所 1,450,000 円 

(ｲ) 危険物の貯蔵最大数量が 5,000 キロリツトル以上 10,000 キロリツト
ル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク
貯蔵所 1,720,000 円 

(ｳ) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリツトル以上50,000キロリツト
ル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク
貯蔵所 1,920,000 円 

(ｴ) 危険物の貯蔵最大数量が 50,000 キロリツトル以上 100,000 キロリツ
トル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タン
ク貯蔵所 2,360,000 円 

(ｵ) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリツトル以上200,000キロリツ
トル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タン
ク貯蔵所 2,740,000 円 

(ｶ) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリツトル以上300,000キロリツ
トル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タン
ク貯蔵所 5,640,000 円 

(ｷ) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリツトル以上400,000キロリツ
トル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タン
ク貯蔵所 7,240,000 円 

(ｸ) 危険物の貯蔵最大数量が 400,000 キロリツトル以上の浮き屋根式特
定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 8,790,000 円 

キ～テ 省略 
(78)～(84) 省略 

 


